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巻末参考１：利用者数が少ない無人鉄軌道駅における配慮事項 
 

 移動等円滑化の促進に関する基本方針で定められた移動等円滑化の目標対象外であって係員が配置

されていない既存の鉄軌道駅については、構造的な制約、利用状況、立地特性等を踏まえつつも、次に

掲げる配慮事項を考慮し施設整備を行うことが望まれる。 
 
①移動経路の配慮事項 
・エレベーター、緩やかな傾斜路等により段差解消を図ることが望ましい。 
・階段については、高齢者や杖使用者、視覚障害者等の円滑な利用に配慮し、手すりを設置すること

が望ましい。 
・駅に接続するエレベーターについては、列車の運行時間に合わせて運用することが望ましい。なお、

鉄道事業者とは管轄が異なるエレベーターについては事業者間で調整を図ることが求められる。ま

た、エレベーターの運用時間が列車の運行時間よりも短い場合は、その旨を分かりやすく示す必要

がある。 
 
②誘導案内設備の配慮事項 
・車両等の運行の異常に関連して、遅れ状況、遅延理由、運転再開予定、到着予定時刻などの案内放

送その他音声による情報提供を行うことが望ましい。 
・上記情報を常時確認できるよう、また、聴覚障害者に配慮し、インターネット、通信回線等を活用

した文字情報を提供することが望ましい。（参考例参照） 
・出入口から乗降位置まで視覚障害者誘導用ブロックを敷設することが望ましい。 
・ホームに対して短い車両である場合は、車両が停止する範囲について、分かりやすい情報を提供す

ることが望ましい。 
 
③ プラットホームの配慮事項 
・プラットホームにおいては、車両とホームの段差・隙間が大きいことが想定されることから、車椅

子使用者の乗降のための渡り板を施設側・車両側いずれか速やかに設置できる場所に配備すること

が望ましい。また、渡り板の傾斜は、乗降時の介助や電動車椅子の登坂性能を考慮し、可能な限り

10 度以下とすることが望ましい。 
・地方鉄道等において段差が著しく大きい場合には、①施設側によるホーム嵩上げ、②車両側におけ

る低床化、③段差解消設備を設ける等により、可能な限り段差解消に努めることが望ましい。 
・転落防止措置として内方線付き点状ブロック、点状ブロックを敷設することが望ましい。 

 
④その他コミュニケーション手段の確保等 
・係員等とコミュニケーションを図ることができるようプラットホームのわかりやすい位置にインタ

ーホン等の駅員連絡装置の設置、あるいは携帯電話などにより連絡できるようわかりやすい位置に

連絡先電話番号等を掲示することが望ましい。 
・視覚障害者の上記コミュニケーション手段の確保に配慮し、インターホン等の駅員連絡装置を設置

する場合には、当該場所まで視覚障害者誘導用ブロックを敷設することが望ましい。また、携帯電

話番号を提示する場合には、あらかじめ事業者のホームページ等に連絡先電話番号を示しておくこ

と（読み上げ対応）等も有効である。 
・地域のボランティア等との連携によるコミュニケーション、接遇・介助が行われることも有効と考

えられる。 
 
 


